
　
山
岳
遭
難
を
未
然
に
防
止
す
る
た

め
、
次
の
点
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

・�

自
分
の
体
力
と
技
量
に
あ
っ
た
山

を
選
び
、
ゆ
と
り
あ
る
計
画
と
十

分
な
装
備
で
安
全
な
登
山
を
心
掛

け
る

・�

登
山
計
画
書
を
作
成
し
、
家
族
や

職
場
の
ほ
か
、
最
寄
り
の
警
察
署

や
交
番
、
駐
在
所
に
も
提
出
す
る

・�

経
験
豊
富
な
リ
ー
ダ
ー
の
も
と
、

複
数
人
で
の
登
山
に
努
め
、
単
独

登
山
は
控
え
る

・�

ヒ
グ
マ
と
の
遭
遇
を
避
け
る
た
め
、

あ
ら
か
じ
め
ヒ
グ
マ
の
出
没
情
報

を
確
認
す
る
ほ
か
、
人
の
存
在
を

知
ら
せ
る
た
め
音
を
出
し
な
が
ら

　
６
月
は
『
外
国
人
労
働
者
問
題
啓

発
月
間
』
で
す
。

　
外
国
人
は
次
の
点
を
守
っ
て
適
正

に
雇
用
し
ま
し
ょ
う
。

・�

就
労
が
認
め
ら
れ
る
か
、
在
留
資

格
を
確
認

・�

雇
用
や
離
職
時
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

へ
の
届
け
出

・
社
会
保
険
な
ど
の
加
入

問�

い
合
わ
せ
　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
室
蘭

（
☎
�
８
６
８
９
）
、
室
蘭
労
働

基
準
監
督
署
（
☎
�
６
１
３
１
）

税
納
税
通
知
書
に
同
封

問
い
合
わ
せ
　
国
民
健
康
保
険
Ｇ

�

（
☎
�
１
７
７
１
）

　
市
は
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し

て
い
る
方
の
健
康
の
保
持
・
増
進
の

た
め
、
加
入
者
の
健
康
情
報
の
分
析

と
市
の
保
健
事
業
に
つ
い
て
掲
載
し

て
い
る
『
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
』

（
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
）
を
送
付
し
ま

す
の
で
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

送�

付
時
期
　
６
月
の
国
民
健
康
保
険

歩
く

・�

遭
難
し
た
と
き
の
た
め
に
、
携
帯

電
話
な
ど
の
通
信
手
段
を
携
行
す

る
問�

い
合
わ
せ
　
室
蘭
警
察
署
地
域
課

企
画
係
（
☎
�
０
１
１
０
）

　
６
月
１
日
㈮
か
ら
10
日
㈰
ま
で
は

『
電
波
利
用
環
境
保
護
周
知
啓
発
強

化
期
間
』
で
す
。

　
総
務
省
北
海
道
総
合
通
信
局
で
は
、

電
波
の
監
視
を
実
施
し
、
不
法
無
線

局
対
策
を
実
施
し
ま
す
。

　
電
波
に
関
す
る
困
り
事
や
相
談
は
、

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問�

い
合
わ
せ
　
総
務
省
北
海
道
総
合

通
信
局
（
☎
011

－

737

－

０
０
９
９
）

夏
山
遭
難
の
防
止

外
国
人
労
働
者
問
題
啓
発
月
間

デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
を

送
付
し
ま
す

～
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
へ
～

電
波
利
用
環
境
保
護

周
知
啓
発
強
化
期
間

防災行政無線で
音楽放送を行います
▶問い合わせ　総務グループ
　　　　　　（☎�１１３０）
　市は、市民の皆さんに防災行政無線
（屋外スピーカー）による放送範囲を把
握していただくとともに、機器の日常点
検のため、４月９日㈪から1３日㈮まで試
験放送を実施しました。
　この放送に関する市民の皆さんの意見
などを踏まえ、放送時間や音量、音質な
どを変更し、改めて試験放送を実施しま
す。
▶試験放送期間　
　６月11日㈪～８月1０日㈮
▶放送時刻・内容　
　①７時ごろ…椰

や

子
し

の実
　②12時ごろ…いい湯だな
　③17時ごろ…夕焼け小焼け
※�災害発生時など、音楽の放送を行わな
い場合があります。

▶問い合わせ　水道グループ（☎�５５０１）

水道料金の改定について
～住民説明会と第２回水道事業運営審議会の

開催結果をお知らせします～
　市は、現在水道料金の改定を検討しており、
これまで、水道料金の改定案や改定の必要性
を審議するために設置された『水道事業運営
審議会』を開催してきました。
　このたび、４月2０日から24日までに、市内
３カ所で、現時点における市の考え方をお知
らせするための住民説明会を開催したほか、
４月27日には、第２回水道事業運営審議会を
開催しましたので、その中で出された主な意
見をお知らせします。
　今後は、住民説明会での市民の皆さんの声
や審議会からの意見を参考に、市の方針を決
定します。開催結果については、広報のぼり
べつや市公式ウェブサイトでお知らせしてい
きます。

住民説明会での主な意見
○�水道施設の老朽化や給水人口の減少で、料
金収入が少なくなることは理解できるが、
未収金があるのであれば、その対策をしっ
かりと行ってほしい。
○2０㌫程度の料金改定はやむを得ない。
○�事業運営ができなくなるのであれば、その
不足分は市が税金を投入すべき。

審議会での主な意見
○�最小限の経費で市民負担を抑えるような施
設運営が必要。
○�施設の現状を考えると、料金改定はやむを
得ない。
○�水道事業の現状を市民の皆さんに伝える機
会を確保することが必要。

◀�

住
民
説

明
会

◀�

審
議
会

開催結果の詳細については、市公式
ウェブサイトに掲載しています
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